
 

   柏 市 シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク 有 料 広 告 掲 載 取 扱 要 領  

 

制 定  平 成 １ ９ 年  １ 月 １ ５ 日  

施 行  平 成 １ ９ 年  １ 月 １ ５ 日  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 柏 市 広 告 物 掲 載 取 扱 要 領 （ 平 成 １ ７ 年 １ ２ 月  

 ２ ０ 日 施 行 ） に 基 づ き ， シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク に 掲 載 す る  

 有 料 広 告 （ 以 下 「 広 告 」 と い う 。 ） の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項  

 を 定 め る こ と に よ り ， 本 市 の 財 政 収 入 に 寄 与 す る と と も に ， 高 齢  

 者 へ の 生 活 情 報 の 提 供 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 掲 載 し な い 広 告 ）  

第 ２ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 広 告 は ， シ ニ ア は つ ら つ ガ  

 イ ド ブ ッ ク に 掲 載 し な い も の と す る 。  

 (1)シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク の 公 共 性 若 し く は 中 立 性 又 は 品  

  位 を 損 い ， 又 は 損 な う お そ れ の あ る 広 告  

 (2) 市 民 生 活 に 関 連 を 有 し な い 広 告  

 (3) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク に  

  掲 載 す る も の と し て 適 当 で な い と 市 長 が 認 め る も の  

 （ 広 告 掲 載 の 位 置 ）  

第 ３ 条  広 告 を 掲 載 す る 位 置 は ， シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク の 巻  

 末 と す る 。  

 （ 広 告 の 規 格 等 ）  

第 ４ 条  広 告 の 規 格 は ， 次 の と お り と す る 。  

規 格  サ イ ズ  

１ 号 広 告  １ ペ ー ジ の 全 面 （ 縦 約 ２ ６ ０ ミ リ メ ー ト ル ×横 約

１ ７ ０ ミ リ メ ー ト ル ）  

２ 号 広 告  １ ペ ー ジ の ２ 分 の １ 面 （ 縦 約 １ ２ ５ ミ リ メ ー ト ル

×横 約 １ ７ ０ ミ リ メ ー ト ル ）  

３ 号 広 告  １ ペ ー ジ の ４ 分 の １ 面 （ 縦 約 １ ２ ５ ミ リ メ ー ト ル

×横 約 ８ ０ ミ リ メ ー ト ル ）  

２  広 告 は ， ４ 色 カ ラ ー 印 刷 に よ る も の と す る 。  



 （ 広 告 掲 載 の 時 期 及 び 期 間 ）  

第 ５ 条  広 告 を 掲 載 す る 時 期 は 年 １ 回 の シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ  

 ク の 作 成 時 と し ， 広 告 を 掲 載 す る 期 間 は 現 に 広 告 を 掲 載 し た シ ニ  

 ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク の 改 訂 を 行 う ま で の 間 と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 料 ）  

第 ６ 条  広 告 の 掲 載 料 は ， 次 の と お り と す る 。  

規 格  金 額 （ 円 ）  

１ 号 広 告  １ ０ ０ ， ０ ０ ０  

２ 号 広 告  ５ ０ ， ０ ０ ０  

３ 号 広 告  ２ ５ ， ０ ０ ０  

 （ 広 告 掲 載 の 順 番 ）  

第 ７ 条  広 告 を 掲 載 す る 順 番 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 順 序 に よ る 。  

 (1) 市 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 私 企 業 の う ち 公 共 的 性 格 の  

  あ る も の に 係 る 広 告  

 (2) 市 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 私 企 業 又 は 個 人 営 業 に 係 る  

  広 告 （ 前 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ）  

 (3) 国 ， 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 団 体 ， 公 共 的 団 体 ， 公 益 法 人 そ  

  の 他 こ れ ら に 類 す る も の に 係 る 広 告  

 (4) 私 企 業 又 は 個 人 営 業 に 係 る 広 告 （ 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 該 当 す  

  る も の を 除 く 。 ）  

 (5) 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い も の に 係 る 広 告  

 （ 広 告 掲 載 の 募 集 ）  

第 ８ 条  広 告 の 掲 載 の 募 集 は ， 原 則 と し て 市 の 広 報 紙 等 に よ り 公 募  

 し て 行 う も の と す る 。 た だ し ， 公 募 に 対 す る 次 条 第 １ 項 の 規 定 に  

 よ る 申 込 み （ 以 下 「 掲 載 申 込 み 」 と い う 。 ） の 数 が 公 募 し た 広 告  

 の 掲 載 の 枠 数 に 達 し な か っ た と き は ， 市 長 は ， 前 条 第 １ 号 か ら 第  

 ４ 号 ま で に 掲 げ る 団 体 又 は 個 人 に 対 し て ， 掲 載 申 込 み を す る よ う  

 依 頼 す る も の と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 の 申 込 み ）  

第 ９ 条  市 長 は ， シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク に 広 告 の 掲 載 を 希 望  

 す る 者 （ 以 下 「 申 込 者 」 と い う 。 ） に 対 し て ， 広 告 掲 載 申 込 書 に  

 掲 載 を 希 望 す る 広 告 の 原 稿 案 を 添 付 し て 広 告 の 掲 載 を 申 し 込 む よ  

 う 求 め る も の と す る 。  



２  掲 載 申 込 み は ， １ の 申 込 者 に つ い て １ の 広 告 の 掲 載 に 係 る も の  

 に 限 り ， 受 け 付 け る も の と す る 。  

 （ 広 告 掲 載 に 関 す る 契 約 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 掲 載 申 込 み が あ っ た と き は ， 広 告 の 掲 載 の 可 否  

 を 審 査 し ， 適 当 と 認 め る と き は ， 申 込 者 と の 間 で 広 告 掲 載 に 関 す  

 る 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 広 告 の 掲 載 を 適 当 と 認 め る 掲 載 申 込 み の  

 数 が 公 募 し た 広 告 の 掲 載 の 枠 数 を 上 回 っ た と き は ， 先 着 順 に よ り  

 同 項 の 契 約 を 締 結 す る 者 を 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 契 約 の 内 容 ）  

第 １ １ 条  前 条 の 契 約 に は ， 柏 市 財 務 規 則 （ 昭 和 ５ ９ 年 柏 市 規 則 第  

 ４ 号 ） そ の 他 の 法 令 等 に 定 め る も の の ほ か ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 定  

 め る も の と す る 。  

 (1) 市 長 が 指 定 す る 期 限 ま で に 広 告 の 原 稿 を 提 出 す る こ と 。  

 (2) 広 告 の 掲 載 料 の 全 額 を 一 括 し て 市 長 が 指 定 す る 期 限 ま で に 納  

  入 す る こ と 。  

 (3) 広 告 の 原 稿 の 作 成 及 び 広 告 の 掲 載 の 申 込 手 続 に 要 す る 費 用 は ，  

  全 額 を 申 込 者 が 負 担 す る こ と 。  

 (4) 当 該 契 約 に 関 し て 知 り 得 た 本 市 の 業 務 上 の 秘 密 を 外 部 に 漏 ら  

  し て は な ら な い こ と 。 当 該 契 約 の 終 了 後 に お い て も 同 様 と す  

  る 。  

 (5) 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 当 該 契 約 を 解 除 す る こ と が  

  で き る こ と 。  

  ア  広 告 が 第 ２ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ た と き 。  

  イ  広 告 の 内 容 に 虚 偽 又 は 著 し い 不 備 が あ る と 認 め る と き 。  

  ウ  広 告 を 掲 載 す る こ と が ， シ ニ ア は つ ら つ ガ イ ド ブ ッ ク の 編  

   集 又 は 発 行 に 支 障 を 及 ぼ す と 認 め る と き 。  

 (6) 前 号 に よ り 当 該 契 約 の 解 除 を し た と き は ， 当 該 解 除 に よ り 生  

  じ た 損 害 に つ い て 本 市 は そ の 賠 償 の 責 め を 負 わ な い こ と 。  

 (7) 当 該 契 約 の 締 結 後 ， 申 込 者 の 責 め に 帰 さ な い 事 由 に よ り 広 告  

  を 掲 載 す る こ と が で き な か っ た 場 合 は ， 広 告 の 掲 載 料 を 申 込 者  

  に 返 還 す る こ と 。  

 （ 補 則 ）  



第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 に つ い て は ， 保  

 健 福 祉 部 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 １ ９ 年  １ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 １ ９ 年  １ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


